
四日市市告示第１３６号  

 四日市市中小企業人材確保支援事業費補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次の

ように定める。  

  令和４年３月２３日  

                   四日市市長  森 智広  

 

四日市市中小企業人材確保支援事業費補助金交付要綱の一部を改正する要綱  

四日市市中小企業人材確保支援事業費補助金交付要綱（平成31年四日市市告示第302

号）の一部を次のように改正する。  

 

改正後  改正前  

（交付申請）  

第５条 補助金の交付を受けようとする

事業者（以下「申請者」という。）は、

四日市市中小企業人材確保支援事業費

補助金交付申請書（第１号様式。以下「申

請書」という。）に必要書類を添えて市

長に提出しなければならない。  

２ 前項の申請は、１事業者につき、年度

内に２回までとする。 

 

 

 

附 則 

１ （略） 

（有効期限） 

２ この要綱は、第１２条の規定を除き、

令和７年３月３１日限り、その効力を失

う。  

（交付申請）  

第５条 補助金の交付を受けようとする

事業者（以下「申請者」という。）は、

四日市市中小企業人材確保支援事業費

補助金交付申請書（第１号様式。以下「申

請書」という。）に必要書類を添えて市

長に提出しなければならない。  

２ 前項の申請は、１事業者につき、年度

内に２回までとする。ただし、参加対象

が同一のフェアについては年度内に１回

限りとする。 

 

附 則 

１ （略） 

（有効期限） 

２ この要綱は、第１２条の規定を除き、

平成３４年３月３１日限り、その効力を

失う。  

 

第１号様式を次のように改める。 

 



第 １ 号 様 式 （ 第 ５ 条 関 係 ）  

年   月   日  

（ あ て 先 ）  

四 日 市 市 長  

（ 申 請 者 ）             

住  所              

名  称              

代 表 者              

電 話 番 号    （   ）     

四 日 市 市 中 小 企 業 人 材 確 保 支 援 事 業 費 補 助 金 交 付 申 請 書  

四 日 市 市 中 小 企 業 人 材 確 保 支 援 事 業 費 補 助 金 交 付 要 綱 第 ５ 条 の 規 定 に

基 づ き 、 次 の と お り 申 請 し ま す 。  

 

記  

 

１  補 助 金 申 請 額    金           円  

 

２  出 展 の 内 容  

１  実 施 機 関   

２  フ ェ ア 名   

３  期  間   

４  開 催 場 所   

５  対 象 者   

 

３  添 付 書 類  

・ 収 支 予 算 書  

・ 事 業 者 の 概 要  

（ 資 本 金 、 従 業 員 数 、 事 業 の 概 要 等 が わ か る も の 、 会 員 名 簿 等 ）  

・ 完 納 証 明 書  



第４号様式を次のように改める。 



第 ４ 号 様 式 （ 第 ７ 条 関 係 ）  

年   月   日  

（ あ て 先 ）  

四 日 市 市 長  

（ 申 請 者 ）             

住  所              

名  称              

代 表 者              

電 話 番 号    （   ）     

 

四 日 市 市 中 小 企 業 人 材 確 保 支 援 事 業 費 補 助 金 計 画 変 更 承 認 申 請 書  

 

    年   月   日 付 け   第   号  で 交 付 決 定 通 知 の あ っ た 四

日 市 市 中 小 企 業 人 材 確 保 支 援 事 業 費 補 助 金 に つ い て 下 記 の と お り 計 画 を

変 更 し た い の で 、四 日 市 市 中 小 企 業 人 材 確 保 支 援 事 業 費 補 助 金 交 付 要 綱 第

７ 条 の 規 定 に 基 づ き 承 認 さ れ た く 申 請 し ま す 。  

 

記  

 

１ 実施機関・フェア名 

 

２ 補助金変更申請額   金          円 

 

３ 変更の理由 

 

４ 変更の内容 

 

５ 添付書類 

  ・変更収支予算書 

 

 

 



第６号様式及び第７号様式を次のように改める。 



第６号様式（第９条関係） 

年   月   日  

（ あ て 先 ）  

四 日 市 市 長  

（ 申 請 者 ）             

住  所              

名  称              

代 表 者              

電 話 番 号    （   ）     

 

四 日 市 市 中 小 企 業 人 材 確 保 支 援 事 業 費 補 助 金 実 績 報 告 書  

 

    年   月   日 付 け   第   号  で 交 付 決 定 を 受 け た 四 日 市

市 中 小 企 業 人 材 確 保 支 援 事 業 を 完 了 し た の で 、四 日 市 市 中 小 企 業 人 材 確 保

支 援 事 業 費 補 助 金 交 付 要 綱 第 ９ 条 の 規 定 に 基 づ き 、関 係 書 類 を 添 え て 下 記

の と お り 報 告 し ま す 。  

 

記  

 

１ 実施機関・フェア名 

 

２ 来訪者数 

 

３ 出展の効果 

 

４  添 付 書 類  

・  収 支 決 算 書  

・  領 収 書 の 写 し  

・  Ｗ ｅ ｂ 掲 載 の わ か る も の  

・  パ ン フ レ ッ ト の コ ピ ー  

 

  



第７号様式（第１０条関係） 

年   月   日  

（ あ て 先 ）  

四 日 市 市 長  

（ 申 請 者 ）            

住  所             

名  称             

代 表 者             

（代表者の署名または記名押印） 

 

四 日 市 市 中 小 企 業 人 材 確 保 支 援 事 業 費 補 助 金 請 求 書  

 

 

 四 日 市 市 中 小 企 業 人 材 確 保 支 援 事 業 費 補 助 金 交 付 要 綱 第 １ ０ 条 の 規 定

に 基 づ き 、 下 記 の と お り 補 助 金 を 請 求 し ま す 。  

 

記 

 

１ 実施機関・フェア名 

 

２ 補助金額   金          円 

 

 ＜振り込み先＞ 

    銀行名  ： 

    支店名  ： 

    口座区分 ： 

    口座番号 ： 

    口座名義 ： 

   （フリガナ）： 

 

 

 



  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正は、令

和４年３月３１日から施行する。 

 （四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正） 

２ 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱（令和３年四日市市告示第

１８２号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 

（押印の省略） 

第２条 次の表の左欄に掲げる要綱の規定する手続又は様式のうち、同表の中欄に掲

げる手続又は様式については、当該要綱の規定に関わらず、押印を要しないものと

する。ただし、同表の右欄に掲げる条件を満たす場合に限る。 

要綱名 手続又は様式 備考 

 （略） 

四日市市中小企業働きやす

い職場づくり支援事業費補

助金交付要綱（平成３１年四

日市市告示第３０１号） 

 （略） 

四日市萬古焼でおもてなし

事業補助金交付要綱（令和２

年四日市市告示第１０４号） 

 （略） 

 （略） 
 

 

 

改正前 

（押印の省略） 

第２条 次の表の左欄に掲げる要綱の規定する手続又は様式のうち、同表の中欄に掲

げる手続又は様式については、当該要綱の規定に関わらず、押印を要しないものと

する。ただし、同表の右欄に掲げる条件を満たす場合に限る。 

要綱名 手続又は様式 備考 



 （略） 

四日市市中小企業働きやす

い職場づくり支援事業費補

助金交付要綱（平成３１年四

日市市告示第３０１号） 

 （略） 

四日市市中小企業人材確保

支援事業費補助金交付要綱

（平成３１年四日市市告示

第３０２号） 

第１号様式、第４号様

式、第６号様式及び第

７号様式 

第７号様式については、署名

（法人その他の団体にあっ

ては、代表者の署名）をした

場合に限る。 

四日市萬古焼でおもてなし

事業補助金交付要綱（令和２

年四日市市告示第１０４号） 

 （略） 

 （略） 
 

 

 

（商工農水部商工課） 


